
登米市病院事業財務会計システム更新業務 基本機能要件書

１．更新の目的

　現在登米市病院事業では、財務会計システムが導入後７年目を迎え、ハード機器の老朽化による故障が懸念されている。また、地方公営企業会計制度の見直しが平成２５年４月に予定されていることから、円滑な財務処理の実施と制度見直しへの対応を目的として、新たな財務会計システムへの更新を行うものである。

２．基本方針

　システムの更新に向けては、コストの低減を図る必要性から、パッケージシステムの導入を基本とするが、運用上必要とする機能については、極力コスト削減が図れる方法でカスタマイズを行うこととする。

　信頼性が高く操作性が良いシステムを適切な価格で導入するため、要件に定める業務の範囲、条件等に沿った内容で提案をもらい、総合的評価を行うものとする。

3．システム要件

(1) 基本要件
　①パッケージシステムによる構築

　保守の容易性を確保するため、極力パッケージの個別修正（カスタマイズ）を行わなくても良いシステムであると共に、業務の多様性から機能が豊富なパッケージシステムであること。

　また、現行の地方公営企業会計制度へ対応しているパッケージシステムであることはもとより、間近に迫っている地方公営企業会計制度の見直しにも対応できるシステムであり、今後とも会計制度の改正等に対し定期的なバージョンアップが行われ、常に最新のバージョンシステムが利用できること。

　②担当職員による処理の実施

　業務担当職員が端末機により処理を実施することを基本とし、すべての業務処理がメニューから容易に行えること、職員権限や職務によって、職員一人一人が使いやすい専用メニューの設定が可能であることとする。

　

　③データの保護

　障害発生時の影響を最小限に抑えるため、データの多重化、耐故障性能の高いサーバの採用等、ハード・ソフト両面からの種々の対策がなされており、障害発生時のリカバリーが容易であること。

　④情報の保護

　パスワードを業務担当者ごとに設定し、処理を行う権利を限定でき、人事異動の都度設定を変更できること。また、操作記録を残して確認ができること。

　⑤ネットワーク

　既に設置している登米市情報系ネットワークの環境を利用するものとし、既存の情報系システム（ＷＥＢ型）と共存できるように、設定及び仕様の公開等、柔軟に対応すること。
　
　⑥連結会計（本局・拠点間）の対応

　本局と拠点（病院・診療所・老健施設）間の連結会計に対応し、本局において連結財務帳票及び拠点ごとの個別帳票が容易に出力可能であること。また、本局から各拠点へのログインや処理操作が容易に行えること。

　本局における支払業務の集中管理機能を有していること。

　
　⑦ハードウェアの拡張性

　将来発生する端末機の接続台数の増加にも柔軟に対応できること。

　⑧操作補助

　業務画面より参照可能なヘルプ機能（効率的な電子マニュアル等）を有すること。また、わかりやすい操作手順書が整備されていること。ただし、カスタマイズ等によるシステム改修が行われた際には、これらについて改正すること。
(2) システム稼動時期

本システムの運用開始は以下のとおりとし、本稼動時までにシステム及び操作説明の研修教育を実施すること。
· 運用開始　　平成２４年４月本稼働とする。
(3) 機能要件
1 入力項目の色分け表示や候補選択などによる効率的な入力方式とする。

2 データ更新の確認や、論理チェック機能などによる誤入力防止対策が講じられているものとする。また出力においては印刷プレビュー機能の充実により事前確認ができること。
3 基本となるマスタ情報及び集計帳票類はすべてCSV形式により出力が可能であり、データの活用性を確保していること。
4 出力帳票は、原則Ａ４版を基本とし、可能な限りＡ４版化を図ること。また出力帳票は印刷前にプレビューにて確認が可能なこと。

5 その他業務別の機能については「業務別機能要件書」によるものとする。
4.機器要件
(1) 基本要件

1 確かな納入実績と、操作性・機能性および経済性に優れ、信頼性の高い国産メーカー機器を採用すること。
2 サーバ機器等の選定は、構築業者の構成を基本とする。ただし、データ量、業務の追加、法改正対応などを充分に考慮し、導入後最低５年間は利用できるよう、十分な記憶容量等を有する最適な機器を導入すること。
3 省スペースでの設置を考慮し、ラックマウントサーバであること。

4 サーバは必要な無停電電源装置を有し、瞬電時の運用対策および自動シャットダウン対策が行われていること。

5 サーバを格納するラックには耐震対策を行なうこと。又、通気性が高く、十分な設置棚を備え、ドアの開閉には鍵などで施錠が可能であること。

6 サーバの構成については、機器の詳細な内容がわかるようにすること。また、サーバ機器の構成図を添付すること。

7 障害発生時等の対応のため、冗長化した機器構成とすること。（RAID構成等により業務停止を最小限にとどめること。）
8 クライアントはMicrosoft Office Professional以上を搭載し、長期使用の観点から高いＣＰＵ性能と充分なメモリ領域を確保していること。

9 プリンタはＡ4サイズ以外にもＡ3サイズトレイ、手差しユニット、両面ユニットを搭載していること。

(2) ネットワーク
ネットワークは既に整備済の機器（スイッチ、ルーター等）を使用するものとするが、並行稼動により増設となるネットワーク機器は準備すること。
5．データ移行

データ移行については、安全で確実かつスムーズな移行を可能とするため、以下の方針とする。

1 データ移行の範囲
　基本となるマスタ情報や前年度繰越データ等、必要となる移行データは、当市においてＣＳＶ形式により構築業者へ提供を行うものとし、前年度以前の個々の伝票データは原則引き継がなくとも良いものとする。

　但し、何らかの理由で電子的なデータ移行が不可能な場合は、リストからパンチ入力する等、受託者側の責任においてデータ移行を行うこと。
2 移行後の確認作業

　データ移行後の最終結果確認は当職員が責任をもって実施するが、構築業者は、正確かつ迅速な移行・確認作業が行なえるよう協力すること
③契約期間終了時のデータ移行

契約期間が終了し、システム構築業者が変更になった場合、移行に必要とするデータをＣＳＶ形式に出力する等の協力を行うこと。
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